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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和７年７月２日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５８号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則等の一部を改正 

する規則 

 （議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４３年規則第

８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の２第１号中「拘置されている場合」の次に「若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若し

くは拘留の刑の執行を受けている場合」を加える。 

 （和歌山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正） 

第２条 和歌山市消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成１８年規則第１１３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第８条第１号中「拘置されている場合」の次に「若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは

拘留の刑の執行を受けている場合」を加える。 

（刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の一部改正） 

第３条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則（令和７年規則第４

７号）の一部を次のように改正する。 

  附則中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）

第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」と

いう。）第１２条に規定する懲役（以下この項において「懲役」という。）、旧刑法第１３条に

規定する禁錮（以下この項において「禁錮」という。）若しくは旧刑法第１６条に規定する拘留

（以下この項において「旧拘留」という。）の刑の執行のため刑事施設（少年法（昭和２３年法

律第１６８号）第５６条第３項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年

院を含む。以下この項において同じ。）に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為

に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対する第４条の規定による改正

後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第７条の２第１号の

規定及び第１０条の規定による改正後の和歌山市消防団員等公務災害補償条例施行規則第８条第

１号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置さ

れている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置

施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設

に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  

（令和７年７月２日掲示済）  
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和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和７年７月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５９号 

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する規則の 

一部を改正する規則 

 和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する規則（平成１８年

規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式第１号（裏面）及び別記様式第９号（裏面）中「８０万円」を「８０万９，０００円」に

改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の別記様式第１号又は別記様式

第９号により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の別記様式第１号又は別記様

式第９号によるものとみなす。 

（令和７年７月１４日掲示済） 
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 和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則の一部を改正する規則を

公布する。 

令和７年７月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第６０号 

和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則の一部を改正 

する規則 

 和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４

号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第８項中「８００，０００円」を「８０９，０００円」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和７年８月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第６条第８項の規定は、この規則の施行の日以後に介護保険法（平成９

年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項第１号の居宅要支援被保険者等が受けた同号の規定に

よる第１号訪問事業及び第１号通所事業の利用に係る和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に

係る第１号事業に関する規則第５条の規定による高額第１号事業支給費について適用し、この規則

の施行の日前に介護保険法第１１５条の４５第１項第１号の居宅要支援被保険者等が受けた同号の

規定による第１号訪問事業及び第１号通所事業の利用に係る和歌山市介護予防・日常生活支援総合

事業に係る第１号事業に関する規則第５条の規定による高額第１号事業支給費の支給については、

なお従前の例による。 

（令和７年７月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第２３４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

７月３日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年７月３日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

（令和７年７月３日掲示済） 

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２５－２６ 神前和田線 

和歌山市和田１１９９番３地先 

      ～ 

和歌山市和田１２００番４地先 

旧 ８．１０ ２．３ 

新 ８．１０ ４．０ 
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和歌山市告示第２３５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和７年７月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和７年度第１期の納期は、令和７年７月

１４日に変更する。 

令和６年度 

 

介護保険料納入通知書（特別徴収）  

（別紙省略） 

 

（令和７年７月４日掲示済）
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和歌山市告示第２３６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

７月４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年７月４日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

（令和７年７月４日掲示済） 

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２４－４２ 田井の瀬岩橋線 

和歌山市栗栖４６番１地先 

      ～ 

和歌山市岩橋１０８８番４地先 

旧 ２０７．０５ 

２．６ 

～ 

４．１ 

新 ２０７．０５ 

６．０ 

～ 

８．１ 

２４－５５ 西和佐５５号線 

和歌山市岩橋１０８８番５地先 

      ～ 

和歌山市岩橋１０８８番２地先 

旧 ５２．８９ 

２．０ 

～ 

２．５ 

新 ５２．８９ ６．０ 

２４－９４ 西和佐９４号線 

和歌山市栗栖４６番１地先 

      ～ 

和歌山市栗栖４６番２地先 

旧 ６．００ ５．９ 

新 ６．００ ７．２ 

３６－２３ 藤田里線 

和歌山市里２６５番８地先 

      ～ 

和歌山市里２７０番２地先 

旧 ３６．２３ 

４．５ 

～ 

５．５ 

新 ３６．２３ ６．０ 
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和歌山市告示第２３７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定に基づき、本市に次のとおりあらたに生じた

土地の確認をした。 

  令和７年７月８日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

 

 和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番１の地先公有水面埋立地 

２５７．２１平方メートル 

 

 

（令和７年７月８日掲示済） 
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和歌山市告示第２３８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、次のとおり字の区域を定めた。 

  令和７年７月８日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

 

次の区域を和歌山市西浜字中川向ノ坪に編入する。 

 

 和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番１の地先公有水面埋立地 

２５７．２１平方メートル 

 

（令和７年７月８日掲示済）
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和歌山市告示第２３９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年７月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年６月２１日及び同月２７日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和７年６月２４日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和７年７月９日掲示済） 
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和歌山市告示第２４０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年７月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び黒田公園 令和７年６月１６日、同月１７日、同月１８日、

同月２０日及び同月２６日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和７年７月９日掲示済）
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和歌山市告示第２４１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年７月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年７月１０日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺

自転車等放置禁止区域 

令和７年３月２２日 令和７年４月９日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年３月１７日 令和７年４月９日 

南海和歌山市駅前周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年３月１８日及び２８日 令和７年４月９日 

和歌山市内一円市道上 令和７年３月１８日、１９日、２８日

及び３１日 

令和７年４月９日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和７年７月９日掲示済）
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和歌山市告示第２４３号 

固定資産税及び都市計画税納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らか

でないため送達ができないので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとお

り告示する。 

なお、送達すべき固定資産税及び都市計画税納税通知書は、資産税課において保管し、送達を受けるべき者の

申出により交付する。 

令和７年７月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 送達書類の名称  令和７年度固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 納  期  限  令和７年度第１期分の納期限は、令和７年７月３１日とする。 

 （別紙省略） 

（令和７年７月１１日掲示済）
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和歌山市告示第２４４号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）は納税課において保管し、送達を受けるべき者の

申出により交付する。 

  令和７年７月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

  

（登載省略） 

 

（令和７年７月１１日掲示済）
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和歌山市告示第２４５号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和７年７月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称  令和７年度 市民税県民税森林環境税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和７年７月１４日掲示済）
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和歌山市告示第２４６号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第７８条の５第２項及び第１１５条の１５第２項の

規定による事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第７８条の１１及び第１１５条の２０の規定

により次のとおり告示する。 

令和７年７月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険 

事業者番号 

事業者の名称 

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０５８１６ 

株式会社ＫＮＣ企画 ひまわり福祉サービス 

和歌山市新中島６３－

５ 

通所介護 令和７年６月３０日 

３０７０１

０６０４６ 

株式会社つぼみ つぼみ介護サービス 

和歌山市坂田７４４番

地３２ 

訪問介護 令和７年６月３０日 

３０９０１

００７１４ 

 

社会福祉法人安原福祉

会 

あいの里第２小規模多

機能型居宅介護事業所 

和歌山市松原３０６番

地の１ 

小規模多機能型

居宅介護 

介護予防小規模

多機能型居宅介

護 

令和７年６月３０日 

３０９０１

０１３０８ 

 

株式会社作業ライフ ナイトデイサービスひ

かり 

和歌山市和歌浦南２丁

目３－１１ 

地域密着型通所

介護 

 

令和７年６月３０日 

（令和７年７月１５日掲示済）
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和歌山市告示第２４７号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和７年７月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０５８１６ 

株式会社ＫＮＣ企画 ひまわり福祉サービス 

和歌山市新中島６３－５ 

予防給付型通所

サービス 

 

令和７年６月３０日 

３０７０１

０６０４６ 

株式会社つぼみ つぼみ介護サービス 

和歌山市坂田７４４番地３

２ 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

令和７年６月３０日 

３０９０１

０１３０８ 

株式会社作業ライフ ナイトデイサービスひかり 

和歌山市和歌浦南２丁目３

－１１ 

予防給付型通所

サービス 

 

令和７年６月３０日 

（令和７年７月１５日掲示済）
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和歌山市告示第２４８号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文による指定をしたので、同法第７８条の１１

の規定により次のとおり告示する。 

令和７年７月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０９０１

０１９２８ 

社会福祉法人紀三福祉会 リハビリ特化型デイサービス Ｒ

ｅｄｉｓｈ 

和歌山市布引２４０－２ 

地域密着型通所

介護 

 

令和７年７月１日 

（令和７年７月１５日掲示済）
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和歌山市告示第２４９号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和７年７月１５日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の

名称又は氏名 事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１５０２１ 

 

合同会社陽葵 ヘルパーステーション陽

葵 

和歌山市和歌浦東 2 丁目

９－６１ ネクサス和歌

浦Ⅰ３０２ 

生活支援型訪問サービス 令和７年７月１日 

３０９０１

０１９２８ 

社会福祉法人紀三福

祉会 

リハビリ特化型デイサー

ビス Ｒｅｄｉｓｈ 

和歌山市布引２４０－２ 

予防給付型通所サービス 

 

令和７年７月１日 

 （令和７年７月１５日掲示済）
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年７月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市山口西字渡井掛２７番１、２９番１、

３０番１、３１番、３２番１、３３番１、楠本

字井戸３６６番２、３６７番１、３６８番１、

水路、里道    

       

和歌山市十一番丁１０番地Ｊａｍビル   

 株式会社アクティブマドリード  

代表取締役 依岡善明   

      

（令和７年７月３日掲示済） 
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年７月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市森小手穂字南沖田１３３番１、１３４番

１、１３５番２、寺内字南沖田７００番２、７０１

番１ 

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 株式会

社コスモス薬品 代表取締役 横山英昭 

（令和７年７月７日掲示済） 
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公 告 

令和７年８月９日に実施する和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理審議会委員

選挙の選挙人名簿について、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２１条第３

項の規定に基づく異議の申出がなく、同令第２２条第４項に規定する選挙すべき委員の数を下

記のとおり定めたので、同令第２２条第１項及び第４項の規定により公告する。 

令和７年７月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 宅地の所有者が選挙すべき委員の数 ７人 

２ 宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の数 １人 

（令和７年７月１４日掲示済） 
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和歌山市選挙管理委員会告示第４０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和７年７月２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委 員 長  宮 原  秀 明 

 

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

                                         ５，９９６人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

                                        ９９，９３０人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 

                                        ４９，９６５人 

 

（令和７年７月２日掲示済）
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－25－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第４１号 

 

令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所及び不在者投票を行う場所等を、次のと

おり定める。 

 

令和７年７月３日 

和歌山市選挙管理委員会 

委 員 長  宮 原  秀 明 

期日前投票所及び 

不在者投票を行う場所 
住  所 投票所を設ける期間 

和歌山商工会議所１階 

和歌山市選挙管理委員会事務局 
和歌山市西汀丁３６番地 

令和７年７月４日（金）～ 

令和７年７月１９日（土） 

和歌山市 

河北コミュニティセンター１階 
和歌山市市小路１９２番地３ 

和歌山市 

東部コミュニティセンター１階 
和歌山市寺内６６５番地 

和歌山市 

南コミュニティセンター３階 
和歌山市紀三井寺８５６番地 

和歌山市 

さんさんセンター紀の川１階 
和歌山市直川３２６番地７ 

和歌山市 

河南コミュニティセンター１階 
和歌山市布施屋４１番地 

オークワセントラルシティ和歌山店 

書籍売り場横 
和歌山市小雑賀８０５番地１ 

イオンモール和歌山３階 

イオンスタイル前 
和歌山市ふじと台２３番地 

（令和７年７月３日掲示済） 
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－26－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第４２号 

 

令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙の期日前投票所及び不在者投票を行う場所である和歌山市河北

コミュニティセンター１階、和歌山市東部コミュニティセンター１階、和歌山市南コミュニティセンター３階、

和歌山市さんさんセンター紀の川１階、和歌山市河南コミュニティセンター１階、オークワセントラルシティ和

歌山店書籍売り場横及びイオンモール和歌山３階イオンスタイル前において、次のとおり開始時刻の繰り下げを

する。 

 

令和７年７月３日 

 

和歌山市選挙管理委員会 

委 員 長  宮 原  秀 明 

 

  

 

開始時刻 

（１）和歌山市河北コミュニティセンター１階       午前９時 

（２）和歌山市東部コミュニティセンター１階       午前９時 

（３）和歌山市南コミュニティセンター３階        午前９時 

（４）和歌山市さんさんセンター紀の川１階        午前９時 

（５）和歌山市河南コミュニティセンター１階       午前９時 

（６）オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横   午前９時 

（７）イオンモール和歌山３階イオンスタイル前      午前１０時 

（令和７年７月３日掲示済） 
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－27－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第４３号 

 

令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人の期日前投票所を、次のとおり定める。 

 

令和７年７月３日 

 

和歌山市選挙管理委員会 

委 員 長  宮 原  秀 明 

 

 期日前投票所    和歌山市西汀丁３６番地 

           和歌山商工会議所１階 市選挙管理委員会事務局 

 

           和歌山市市小路１９２番地３ 

           和歌山市河北コミュニティセンター１階 

 

           和歌山市寺内６６５番地 

           和歌山市東部コミュニティセンター１階 

 

           和歌山市紀三井寺８５６番地 

和歌山市南コミュニティセンター３階 

 

           和歌山市直川３２６番地７ 

           和歌山市さんさんセンター紀の川１階 

 

           和歌山市布施屋４１番地 

           和歌山市河南コミュニティセンター１階 

 

           和歌山市小雑賀８０５番地１ 

           オークワセントラルシティ和歌山店書籍売り場横 

 

           和歌山市ふじと台２３番地 

           イオンモール和歌山３階イオンスタイル前 

 

 

（令和７年７月３日掲示済） 
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－28－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第４４号 

令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙における各投票所内における候補者の氏名等の掲示の掲載順序

を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定める。 

 令和７年７月３日 

和歌山市選挙管理委員会    

委員長 宮 原 秀 明    

１ 場 所  和歌山市西汀丁３６番地 選挙管理委員会事務局 会議室 

２ 日 時  令和７年７月３日（木）午後５時３０分 

（令和７年７月３日掲示済）  
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－29－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第４５号 

 令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を次のように定める。 

 令和７年７月３日 

和歌山市選挙管理委員会    

委員長 宮 原 秀 明    

１ 場所  和歌山市土入３１８番地１ 和歌山市立市民体育館 

２ 日時  令和７年７月２０日（日） 午後９時３０分 

 （令和７年７月３日掲示済） 
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－30－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第４６号 

 令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙における候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１

０人を超えるとき、又は同一の政党その他の政治団体に属する者が３人以上のときの開票立会人となるべき者を

定める「くじ」を行う場所及び日時を次のように定める。 

  令和７年７月３日 

和歌山市選挙管理委員会    

委員長 宮 原 秀 明    

１ 場 所  和歌山市西汀丁３６番地 選挙管理委員会事務局 会議室 

２ 日 時  令和７年７月１７日（木） 午後５時３０分  

（令和７年７月３日掲示済） 
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－31－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第４７号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年７月１１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和７年７月２０日（日）午前７時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて 

（２） 参議院議員通常選挙における投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任の一部改正について 

 

                            （令和７年７月１１日掲示済） 
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－32－ 

和歌山市教育委員会告示第９号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和７年７月４日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和７年７月９日（水） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）６月定例市議会について 

（２）和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱及び任命について 

（３）令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

（４）和歌山市社会教育委員の委嘱について 

（５）和歌山市民図書館運営審議会委員の任命について 

（６）学校運営協議会委員の任命について 

（７）令和８年度に和歌山市立和歌山高等学校で使用する教科用図書の採択について 

（８）その他 

（令和７年７月４日掲示済）
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－33－ 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和７年７月７日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和７年７月１０日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１） 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

（２） 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３） 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 農用地利用集積等促進計画に対する意見について 

（６） 非農地通知について

（令和７年７月７日掲示済） 
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和歌山市企業局告示第２５号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工

事事業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２

７条第１号の規定により告示する。 

令和７年７月８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市八番丁９番地パーク

県信ビル７０１号 

株式会社ＲｅＲ 

代表取締役 白井 康祐 

株式会社ＲｅＲ 和歌山市八番丁９

番地パーク県信ビ

ル７０１号 

 

令和７年６月２０

日 

第６６１

号 

和歌山市川辺４番地８ 

株式会社ユー・テクノサービ

ス 

代表取締役 武田 元明 

株式会社ユー・

テクノサービス 

 

和歌山市川辺４番

地８ 

 

令和７年６月２０

日 

第６６２

号 

（令和７年７月８日掲示済） 
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－35－ 

和歌山市企業局告示第２６号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）

第２７条第２号の規定により告示する。 

令和７年７月８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府大阪市淀川区西宮原

二丁目１番３号 

イワタニ近畿株式会社 

代表取締役社長 根本 有

二郎 

イワタニ近畿

株式会社 

和歌山市下三毛４４

番地の７ 

 

令和２年８月１９

日 

第６０７号 

和歌山市北島１００番地の

１４ 

有限会社友渕建設工業 

取締役 友淵 勝成 

有限会社友渕

建設工業 

和歌山市北島１００

番地の１４ 

 

平成１０年４月２

１日 

第２００号 

和歌山県御坊市湯川町小松

原字瀬崎坪６１３番地の２ 

紀南電設株式会社 

代表取締役 東濵 貴史 

紀南電設株式

会社 

 

和歌山県御坊市湯川

町小松原字瀬崎坪６

１３番地の２ 

 

平成１０年１１月

１１日 

第２２６号 

和歌山県海南市岡田９番地

の４ 

有限会社カメガワ住宅設備 

代表取締役 川端 真臣 

有限会社カメ

ガワ住宅設備 

 

和歌山県海南市岡田

９番地の４ 

 

平成１０年１０月

１３日 

第２２２号 

和歌山市宇須四丁目２番１

５号 

株式会社タニノプラント産

業 

代表取締役 谷野 博昭 

株式会社タニ

ノプラント産

業 

 

和歌山市宇須四丁目

２番１５号 

 

平成１０年９月９

日 

第２１７号 

和歌山市出島２０７番地 

有限会社亀井設備 

取締役 亀井 良記 

有限会社亀井

設備 

 

和歌山市出島２０７

番地 

 

平成１０年４月２

４日 

第１７０号 

（令和７年７月８日掲示済） 
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－36－ 

次の者は、本市自治行政の振興及び公益増進について功績が顕著でありましたので、令和７年７月５日、和歌

山市自治功労者礼遇条例（昭和３０年条例第６号）の定めにより、和歌山市自治功労章を贈呈しました。 

令和７年７月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

令和７年度和歌山市自治功労章受章者

番号 氏名 番号 氏名

３４５９ 有田　昌純 ３４７３ 谷　正之

３４６０ 池田　直弘 ３４７４ 土橋　弘

３４６１ 石本　ひとみ ３４７５ 外山　貞三

３４６２ 市川　英治 ３４７６ 永井　政宏

３４６３ 臼井　正夫 ３４７７ 永田　弘文

３４６４ 岡本　都 ３４７８ 野間　弓子

３４６５ 河嶌　保儀 ３４７９ 藤井　勝

３４６６ 木村　清 ３４８０ 别所　克世

３４６７ 熊代　安雄 ３４８１ 松下　美紀

３４６８ 小谷　明 ３４８２ 南方　恒二

３４６９ 小林　一三 ３４８３ 宮崎　勝成

３４７０ 酒井　良政 ３４８４ 向畑　千早

３４７１ 関　善行 ３４８５ 森　将洋

３４７２ 瀧本　和彦 ３４８６ 山本　順次

＜敬称略＞

（令和７年７月７日掲示済） 


